
注　定年が段階的に引き上げられることに伴い、条例付則第16項、学校職員条例付則第17項または規則付則第２項により給料月額が決定される職員

　60歳以上の職員（注）の適用給料表別人員は293人となっています。そのうち、行政職給料表適用職員の割合は23.9%となっています。

60歳以上の職員の
適用給料表別人員

計293人

行政職給料表

70人

23.9%

警察職給料表

11人

3.7%

研究職給料表

4人

1.4%

医療職給料表(２)

2人

0.7%

医療職給料表(３)

1人

0.3%

福祉職給料表

2人

0.7%

高等学校等教

育職給料表

89人

30.4%

小学校および中学校等

教育職給料表

106人

36.2%

技能労務職給料表

8人

2.7%

⑧ 60歳以上の職員の適用給料表別人員


